
意匠分類定義カード                                                                               D-CLASS 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ
１ 

意匠分類記号 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ２ 

意匠分類の名称 

Ｋ３－１６９ 農業用利器部品及び付属品

 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ

４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｋ３－１６９ 全 農業用利器部品及び付属品 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ

５ 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  
Ｄ－ＣＬＡＳＳ
６ 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  
Ｄ－ＣＬＡＳＳ

７ 

この分類に含まれる物品 

かま用柄 くわ用柄 かま用ケース 

ショベル用柄 スコップ用柄 つるはし用柄 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ８ 

定義 

 農業用利器の構成部品（刃先を除く）及び付属品。 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

Ｄ－ＣＬＡＳＳ９ 

分類付与運用メモ（付与優先関係、懸案事項など） 

 Ｋ３－１６１～１６５の農業用利器の刃先部分はそれぞれ本体の分類と同じとする。（例：くわの刃は→Ｋ３

－１６０、 かまの刃は→Ｋ３－１６２など。） 

Ｄ－ＣＬＡＳＳ

１０ 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

登録 1147192 
スノーカートのフレーム 

登録 1062494 
ショベル用柄 

登録 1049538 
鎌の柄 

登録 1059438 
鎌や熊手等の利器の柄 

登録 1035703 
管用継ぎ手 


